
平成２７年度第９回教育研究評議会議事要旨 

 

日 時  平成２８年１月１５日（金）１５時３０分～１７時２２分 

場 所  大学本部２階大会議室 

出席者  宮﨑学長，滝澤理事，門出理事，後藤理事，平地経済学部長，原医学部

長，石橋工学系研究科長，渡邉農学部長，諸泉全学教育機構副機構長，

富田附属図書館長，森田医学部附属病院長，郭シンクロトロン光応用研

究センター長，都築評議員，畑山評議員，萩原評議員，大島評議員 

欠席者  甲斐文化教育学部長，藤本評議員 

陪席者  小坂副学長，佐々木監事 

 

 

○ 審議事項 

１．審議事項（非公開） 

 

２．「戦略性が高く、意欲的な目標・計画」の提出について 

企画評価課長から，本件について，平成２７年７月１５日に文部科学省に提出

した「戦略性が高く意欲的な目標・計画」について，１１月６日の国立大学法人

評価委員会において認定方針が示され，１２月１８日の文部科学省事務連絡によ

り，３つの観点から整理した調書を提出する旨説明があった。さらに，認定方針

について理由を整理し，高大接続改革（Ａ：法人の機能強化に向けて先駆的・先

導的に取り組むもの），芸術と科学の融合による「やきものイノベーション」の創

出（Ａ：法人の機能強化に向けて先駆的・先導的に取り組むもの），佐賀大学版Ｉ

Ｒの高度化（Ｃ：法人の機能強化に向けての法人の強み・特色を一層明確化する

ため，重点的な資源の再配分を行い，具体的かつ高い水準の達成目標を掲げ取り

組むもの）（Ａ：法人の機能強化に向けて先駆的・先導的に取り組むもの）の３点

について説明があり，審議の結果了承された。 
萩原評議員から，「肥前セラミック研究所」の名称について「セラミックス」で

はなく「セラミック」とした理由について確認があり，セラミック＝素材，セラ

ミックス＝製品を表すので，プロダクトとして考えた場合，セラミックス表記の

方が適当ではないかとの発言があった。 
 

３．佐賀大学入学料及び授業料免除等規程の一部改正について 

  滝澤理事から，本件について，佐賀県教育委員会との協定に基づき，佐賀県教

育委員会より派遣される大学院学校教育研究科学生（現職教員）の入学料を免除

することに伴い，所要の改正を行う旨の説明があり，審議の結果了承された。 

 

４．総合情報基盤センター規則改正について 

  情報管理課長から，本件について，総合情報基盤センター及び医学サブセンター

の体制の検討の結果，医学サブセンターの役割を今後，総合情報基盤センターで

一元的に管理・運用することに伴い，所要の改正を行う旨の説明があり，審議の

結果了承された。 

 

５．その他 

特になし。 



 

 

○ 報告事項 

１．情報セキュリティ対策の今後の強化方針について 

情報管理課長から，本件について，体制の整備，技術的対策，教育・訓練，成

果の評価と報告の４点について勧告されており，本学における対応について説明

があった。 

工学系研究科長から，今後の対策について，学生に対するセキュリティ教育も

充実する計画とあるが，具体的な計画内容について確認があり，情報管理課長か

ら，総合情報基盤センターにおいて，入学時にＩＤ及びパスワードを渡す際，セ

キュリティについて説明しているが，ｅラーニング受講によりセキュリティ計画

等を充実させる予定である旨発言があった。 

 

２．平成２８年度国立大学法人佐賀大学運営費交付金予定額（政府案）等の概要に

ついて 

  財務課長から，本件について，国立大学法人全体の運営費交付金は１０，９４

５億円（対前年度比同額）である旨，国立大学法人運営費交付金のほか，国立大

学経営力強化促進事業として８０億円（国立大学改革強化推進補助金：６０億円，

国立大学改革基盤強化促進費：２０億円）を計上されている旨，その他運営費交

付金以外の主な予算（科研費，学術関係予算以外の主なもの）の公募，機能強化

促進係数等について説明があった。また，国立大学法人佐賀大学運営費交付金予

定額は，１０，５５８，２０７千円（対前年度比７６，８９６千円増）である旨，

基幹経費，機能強化経費，特殊要因経費等について説明があった。なお，要求時

に請求していた電子ジャーナル支援分の予算は措置されていない旨の報告があっ

た。 

  企画管理課長から，平成２８年度国立大学法人等施設整備予算額は，４１，８

００百万円（対前年度比６，８９０百万円減）である旨，また，本学の事業にお

いては，医学部附属病院病棟・診療棟等改修事業（継続事業）及び本庄町ライフ

ライン再生（中央監視設備等）事業（新規事業）のみ認められた旨，報告があっ

た。 

 

３．第３期中期目標期間における研究センターの設置等について 

門出理事から海洋エネルギー研究センター，低平地沿岸海域研究センター，シ

ンクロトロン光応用研究センター，地域学歴史文化研究センターについて，第３

期中期目標期間は，共通の留意事項，個別の留意事項を付し，継続設置する旨，

毎年５月に活動状況報告を求めることとした旨，報告があった。 

学長から，今後は研究成果の目標を明確に設定し，進捗状況（プロセスのＫＰ

Ｉ）を報告するよう発言があった。 

 

４．全学委員会等の審議状況報告について 

滝澤理事から，全学委員会等の審議状況について報告があった。 

 

５．会計検査院の実地検査について 

  財務部長から，平成２８年２月１６日から１９日に行われる会計検査院の会計

実地検査について説明があった。 



 

６．海洋エネルギー研究センターの共同利用・共同研究拠点の認定について 

門出理事から，本件について，文部科学省から１月１４日に継続認定の通知が

あった旨の報告があった。また，現在は６年毎に審査を受けているが，次回から

３年毎に審査を受けることとなる旨の発言があった。 

 

７．その他 

特になし。 

 

 

○ その他 

  特になし。 

 

 

以上 


